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 企業局資料  

 

 

土木企業立地推進委員会資料 

（補足資料） 

 

 

１．施設管理の効率化に向けたデジタル化の推進 

 ・・・・・・・・・ ２ 

 

 

２．水道施設の整備について ・・・・・・・・・ ６ 

 

 

 

３．独占禁止法違反に係る活性炭販売業者への 

損害賠償請求訴訟    ・・・・・・・・・ ８ 

 

 

 

 

令和５年２月 15 日 

企 業 局 
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施設管理の効率化に向けたデジタル化の推進 

 

１ 鹿島工業用水道事業へのスマートメーター導入 

○背景・目的 

・工業用水の使用水量の調定にあたっては、これまで、受水企業が毎月、記録用紙を水

道事務所に郵送し、水道事務所がこれを確認し手入力する等、双方で多くの手間と経

費を要していたことから、これらの負担軽減が求められていた。 

 

○内容 

・工業用水の使用量を自動検針できるスマートメーターを導入している。 

・受水企業の量水器に無線機を設置し、携帯回線網を介して使用水量をサーバーへ毎月

自動的に送信する。なお、無線機は、汎用品を用い、構築に係る費用の低減を図った。 

・水道事務所は、サーバーの水量データを WEB から取得し、独自開発したプログラムで

自動計算する。 

 

 

 

 

 

 

○取組状況 

・令和３年度までの実証試験を踏まえ、鹿島工水に先行導入中。令和４～５年度に受水

企業 69社 85 事業所（４年度：43 事業所、５年度：42事業所）にスマートメーター

を設置する。 

・今年度分について 11 月に愛知時計電機(株)と設置工事契約済み（契約額 14,300 千

円）。 

 

○期待される効果 

・当局の職員が毎月手作業で行う料金調定業務が大幅に軽減 

・当局の記録紙購入費用及び郵送費用（年間約 100 万円）が不要 

・量水器の構成が簡略化されることで、企業の機器更新費用が大幅に低減 

・企業が毎日行っている記録紙の管理及び毎月の郵送作業が不要 
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２ 浄水場の遠隔監視システム構築 

○背景・目的 

・頻発化・激甚化する自然災害や感染症流行など、水道事業を取り巻く環境は、大きく

変化している。 

・このような中、熟練した技術職員の大量退職により技術力の低下が懸念されており、

安定的に水を供給し続けるためには、浄水場の運転管理を外部から支援できる枠組み

が必要である。 

 

○内容 

 ・浄水場の「中央監視画面」を外部から WEB で閲覧できるシステムを開発し、導入した。 

・システム開発にあたっては、外部ネットワークと接続しない閉鎖的なネットワークを

構築し、映像のみのデータ通信としていることから、セキュリティが高い。また、汎

用のサービスや機器を独自に組み合わせてシステム開発をしたことから、従前のシス

テムと比較し、非常に安価に構築できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○取組状況 

・令和３年度に水戸浄水場において先行運用し、令和４年９月末までに全 11 浄水場に

導入完了、運用開始済み。 

・本システムについて土木部河川課所管のダム監視設備への応用に対して技術支援を

実施済み。 

 

○期待される効果 

・災害発生時の状況把握を迅速化 

・ベテラン運転員が新型コロナウイルスに罹患した場合等の遠隔サポート 

・浄水場外作業（機器操作や送水管の切替作業等）時の浄水場運転状態の視認化 

・事故発生時の運転状態を録画し、事後の検証作業や技術研修へ応用 
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水道施設の整備について 

 

 

 

 

 

１ 老朽化施設の計画的な改築・更新 

○ 企業局が所管する 11 浄水場では、電気・機械設備の耐用年数（法定 16 年）が経過し、老朽

化が進んでいる。 

○ 中長期的な財政収支の見通しを考慮した「施設更新計画」を 

策定し、予防保全の考え方に基づき、計画的・効率的に施設 

の改築・更新事業を進めている。 

※企業局が設定している実耐用年数 

    計装設備（中央監視）：20年 ・ 電気・機械設備：30 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 水道施設の耐震化 

（１）建築物等 

○ 地震時においても水道施設の機能を維持することを目的として、耐震診断等を踏まえた「耐

震化計画」に基づき、震災対策を推進している。 

○ 平成 12 年度から、「第１次耐震化事業」として、人的被害の発生を防止するため、職員が常

駐する浄水場の管理本館の耐震補強等を優先的に行った。 

○ 平成 26 年度からは、「第２次耐震化事業」により、その他の建築物の耐震補強や災害時に応

急給水を行うための広域水道事業間を結ぶ緊急連絡管の整備などを、令和５年度の完了を

目標として進めている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 浄水場名 内 容
R4事業費

（百万円）

利根川浄水場 送水ポンプ棟、脱水機棟 R2完成

鹿島浄水場 取水ポンプ棟、送水ポンプ棟 H30完成

鰐川浄水場 取水ポンプ棟 他3棟 R3完成

霞ヶ浦浄水場 木原取水ポンプ棟 H29完成

霞ヶ浦 ～ 新治 φ400 L=12.5km 715

利根川 ～ 水海道 φ400 L= 9.6km 766

鹿島 ～ 水戸 φ300 L=10.9km 331

計 1,812

建築物

耐震補強

事業間

緊急連絡管

【中央監視制御設備の更新】 

上水 工水

霞ヶ浦浄水場 高度処理施設、排水処理施設 S42.4 － 2,200

阿見浄水場 薬品注入設備 H7.4 H9.7 255

鹿島浄水場 中央監視制御設備 S43.8 S44.2 434

涸沼川浄水場 薬品注入設備 H4.1 － 300

浄水場名 内 容
給水開始 R4事業費

（百万円）

【改築・更新事業】 Ｒ４年度施工箇所 

【建築物の耐震補強】 

【第２次耐震化事業】 事業期間：平成 26 年度～令和５年度 

水道施設の整備にあたっては、企業局の経営の基本である「安全で安心な水を安定的に供
給すること」に基づき、中長期的な財政収支の見通しを考慮したうえで、計画的・効率的に施
設の改築・更新や耐震化、浸水対策などを進め、強靱化を図っております。 
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（２）管路更新・耐震化 

○ 東日本大震災による被害状況を踏まえて策定した、「管路更新事業化計画」に基づき、地盤

の液状化の危険度が高い区間の耐震化を優先的に行っている。 

○ 次期計画策定に向けては、ＡＩによる管路老朽化診断を活用し、更新周期の最適化を図るな

ど、より効率的な管路更新（耐震化）を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 水道施設の浸水対策 

○ ハザードマップから浸水被害が想定される企業局所管の水道施設は、平成 27 年の関東・東

北豪雨で被害を受けた３施設を含め 24施設あり、これら全ての施設について令和４年８月

末までに、防水扉の設置や設備の高所化など耐水対策・減災対策が完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 水道施設の停電対策 

○ 大規模災害による停電時においても、確実に電力を確保し、浄水場の水処理及び送水を継続

するため、順次、非常用自家発電設備の導入を行っている。 

○ 未導入の浄水場や取水場等につきましては、今後、整備時期等を検討していく。 

 

 

H24時点 R4末見込み R6(目標)

上 水 773.9 417.6 161.2 2,123 54.0 66.3 74.8

工 水 563.8 171.1 165.3 1,931 30.3 46.0 59.7

計 1,337.7 588.7 326.5 4,054 44.0 57.8 68.4

R4事業費

（百万円）

耐震化率（％）
種 別

管路延長

(km）

H24時点

耐震化済延長

(km）

H24～R6

更新計画延長

(km）

【管路更新（耐震化）事業】 事業期間：平成 24 年度～令和６年度 

【管路耐震化のイメージ】 

【防水扉の設置】 【浸水対策イメージ】 

発電容量 完成年度

625kVA R3年度

1,500kVA R3年度

3,500kVA H25年度

1,250kVA H24年度

625kVA H27年度

東町取水場 375kVA H27年度

 浄 水 場

上水
 関城浄水場

 鹿島浄水場

工水

 鹿島浄水場

 那珂川浄水場

 水海道浄水場

【導入状況】 【非常用自家発電設備】 

地震時においても管

の継手が離脱しない 

「耐震管」に更新 
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独占禁止法違反に係る活性炭販売業者への損害賠償請求訴訟 

 

令和元年11月22日、公正取引委員会において、地方公共団体が浄水場等で使用

する活性炭販売業者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

の規定に基づき、排除措置命令及び課徴金納付命令が行われた。 

企業局は活性炭販売業者に対し、令和３年３月10日付けで損害賠償請求及び令

和３年４月15日付けで督促を行ったが、納付がなかったことから、下記により損

害賠償請求訴訟を提起した。 

 

記 

 

○訴訟提起日    令和３年11月24日（水） 

○提訴裁判所    水戸地方裁判所 

○訴訟の相手方   本町化学工業株式会社 外９名 

○訴訟名及び件数  損害賠償請求訴訟 ９件 (※1) 

(※1) 本訴訟は、企業局の本局契約分１件及び各浄水場分８件、 

全９件として訴訟を提起。 

○請求額      2,498,029,770円 (※2) 

(※2) 請求額は、当該不法行為により形成された現実の落札価格 

から、不法行為がなければ形成されたであろう落札価格を 

差し引いた額により算出。 

 

○請求の根拠    民法第709条（不法行為による損害賠償）及び 

第719条第１項（共同不法行為者の責任） 

  

○訴訟の進行状況  全９件、口頭弁論１回、弁論準備手続４回を終了し、 

係属中 
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